
 

 

様式１ 

個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 
GIGAスクールサービス（学習指導・授業支援

クラウドサービス）利用のための情報 

２ 行政機関等の名称 札幌市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

札幌市教育委員会 学校支援担当部 学校支

援課 情報化推進担当 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学習活動の記録、ICT利活用 

５ 記録項目 

1 氏名、2 アカウント情報 4 学校名、5 学

年、6 組、7 児童生徒番号、8 成績、9学習活

動記録 

６ 記録範囲 
札幌市立幼稚園・小・中・高・義務教育・中等

教育・分校・特別支援学校の児童生徒 

７ 記録情報の収集方法 児童生徒本人、教員による手入力 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まれない 

９ 記録情報の経常的提供先 各サービス提供事業者 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）060－8611 札幌市中央区北1条西

2丁目 

11 
訂正又は利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
なし 

12 個人情報ファイルの種別 

☑個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第57号）

第 60 条第２項第１号（電算

処理ファイル） 

□個人情報の

保護に関する

法律第60条第

２項第２号

（マニュアル

処理ファイ

ル） 

個人情報の保護に関する法

律施行令（平成 15 年政令第

507 号）第 21 条第７項に該

当するファイル 

□有  ☑無  

13 
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 
非該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名称）教育委員会 学校支援担当部 学校

支援課 

（所在地）〒060―0002 札幌市中央区北２条

西２丁目１５ＳＴＶ北２条ビル 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 
作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（名称）－ 

（所在地）－ 

17 
作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 
－ 

18 備考  

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 



 

 

様式１ 

個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 校務支援システム 

２ 行政機関等の名称 札幌市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

札幌市教育委員会 学校支援担当部 学校支

援課 情報化推進担当 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

各学校にて取り扱う校務情報を集約、共有、

再利用し、効率的及び効果的に業務を執り行

うため。 

５ 記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 学校名、5 学

年、6 組、7 児童生徒番号、8 成績、9 

健康診断結果、10 保護者情報 

６ 記録範囲 
札幌市立小・中・高・義務教育・中等教育・分

校・特別支援学校の児童生徒 

７ 記録情報の収集方法 
学齢簿オンラインシステムより登録、各担当

者による情報入力 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）060－8611 札幌市中央区北1条西

2丁目 

11 
訂正又は利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
なし 

12 個人情報ファイルの種別 

☑個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第57号）

第 60 条第２項第１号（電算

処理ファイル） 

□個人情報の

保護に関する

法律第60条第

２項第２号

（マニュアル

処理ファイ

ル） 

個人情報の保護に関する法

律施行令（平成 15 年政令第

507 号）第 21 条第７項に該

当するファイル 

□有  ☑無  

13 
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 
非該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名称）教育委員会 学校支援担当部 学校

支援課 

（所在地）〒060―0002 札幌市中央区北２条

西２丁目１５ＳＴＶ北２条ビル 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 
作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（名称）－ 

（所在地）－ 



 

 

17 
作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 
－ 

18 備考  

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 

 


